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Secure On-demand Applicationサービス利用規約 【現改比較表】 2024年3月1日現在 

～2024年3月31日 2024年4月1日～ 
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料金表 

通則 

（SOASの種類等） 

13 

（略） 

（2）カテゴリー４にて規定する提供サービスは以下のとおりとし、SOAS利用契約者が具体

的に利用できるサービスの詳細については協力会社、協力会社（その２）の提示する資料を参

照するものとします。 

提供サービス名 エディション区分 No. エディション名 

（略） （略） （略） （略） 

備考 

１．各提供サービスにおける正式名称は、『提供サービス名』＋『エディション名』にて構

成するものとします。 

２．SOAS利用サービス契約グループ、SOAS接続サービス契約グループごとに同一のエデ

ィションとなります。 

 

 

３．Userライセンス(No.2,No.6)10ID契約につきAdminライセンス(No.1,No.5)1ID契約

可能です。但し、 Userライセンス(No.2,No.6)が10ID未満の場合は、Adminライセンス

(No.1,No.5)を最大1IDまで契約可能です。 

４．No.10は、No.1,No.2,No.9を提供する。但し、1契約当たり、1つまで契約可能です。 

５．No.11は、No.2,No.9を提供します。 

料金表 

通則 

（SOASの種類等） 

13 

（略） 

（2）カテゴリー４にて規定する提供サービスは以下のとおりとし、SOAS利用契約者が具体的

に利用できるサービスの詳細については協力会社、協力会社（その２）の提示する資料を参照

するものとします。 

提供サービス名 エディション区分 No. エディション名 

（略） （略） （略） （略） 

備考 

１．各提供サービスにおける正式名称は、『提供サービス名』＋『エディション名』にて構

成するものとします。 

２．SOAS利用サービス契約グループ、SOAS接続サービス契約グループごとに同一のエデ

ィションとなります。 

３．カテゴリー４にて規定する提供サービスについて当社がSOAS契約単位で個別に指定

する場合、上記の限りではありません。 

４．Userライセンス(No.2,No.6)10ID契約につきAdminライセンス(No.1,No.5)1ID契約

可能です。但し、 Userライセンス(No.2,No.6)が10ID未満の場合は、Adminライセンス

(No.1,No.5)を最大1IDまで契約可能です。 

５．No.10は、No.1,No.2,No.9を提供する。但し、1契約当たり、1つまで契約可能です。 

６．No.11は、No.2,No.9を提供します。 
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６．No.13は、No.2,No.12を提供します。 

７．No.2,No.6,No.11,No.13,No.22,No.23,No.27,No.28,No.32,No.33は単体では契約

不可となります。 

８．トレーニング（No.15,No.16）提供条件については以下の通りとなります。 

・トレーニングの実施場所は、首都圏を想定しております。 

・実施日程の調整はトレーニング実施日の1ヶ月前にお願い致します。 

・各種トレーニングマテリアルはトレーニングの参加者分の紙媒体でのご提供を前提と

し、データでの配布は行っておりません。紙媒体の準備の都合上、事前に参加されるお客

様の人数をお伝え下さい。（10名10部まで） 

・トレーニングは10名まででお願いしておりますがトレーニング参加者以外にご同席頂く

人数に制限はございません。10名未満の質疑応答量を前提とした時間割のため質問が多い

場合には、進行を優先させて頂く場合がございます。 

・トレーニング環境はトレーニングの参加者にご用意頂きます。実施する居室／入退館用

カード／PC／プロジェクターのご用意をお願い致します。またブラウザ、EXCELが利用可

能なPCと、トレーニング用のSalesforce、Boxをご利用で且つトレーニングを希望される

場合は、トレーニング用のBoxをご用意下さい。 

・トレーニング用のRPAツールは評価版を利用する事を前提としております。トレーニン

グ当日までにトレーニング参加者がご利用されるPCは事前にインストールをお願い致し

ます。  

・トレーニング用のファイル（エクセル／html）がございますのでトレーニング当日まで

にトレーニング参加者がご利用されるPCのデスクトップに配置をお願いします。  

・トレーニング内でのご質問にはトレーニング教材内の範囲での回答と致します 

７．No.13は、No.2,No.12を提供します。 

８．No.2,No.6,No.11,No.13,No.22,No.23,No.27,No.28,No.32,No.33は単体では契約

不可となります。 

９．トレーニング（No.15,No.16）提供条件については以下の通りとなります。 

・トレーニングの実施場所は、首都圏を想定しております。 

・実施日程の調整はトレーニング実施日の1ヶ月前にお願い致します。 

・各種トレーニングマテリアルはトレーニングの参加者分の紙媒体でのご提供を前提と

し、データでの配布は行っておりません。紙媒体の準備の都合上、事前に参加されるお客

様の人数をお伝え下さい。（10名10部まで） 

・トレーニングは10名まででお願いしておりますがトレーニング参加者以外にご同席頂く

人数に制限はございません。10名未満の質疑応答量を前提とした時間割のため質問が多い

場合には、進行を優先させて頂く場合がございます。 

・トレーニング環境はトレーニングの参加者にご用意頂きます。実施する居室／入退館用

カード／PC／プロジェクターのご用意をお願い致します。またブラウザ、EXCELが利用可

能なPCと、トレーニング用のSalesforce、Boxをご利用で且つトレーニングを希望される

場合は、トレーニング用のBoxをご用意下さい。 

・トレーニング用のRPAツールは評価版を利用する事を前提としております。トレーニン

グ当日までにトレーニング参加者がご利用されるPCは事前にインストールをお願い致し

ます。  

・トレーニング用のファイル（エクセル／html）がございますのでトレーニング当日まで

にトレーニング参加者がご利用されるPCのデスクトップに配置をお願いします。  

・トレーニング内でのご質問にはトレーニング教材内の範囲での回答と致します 
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技術サポートは本トレーニングの対象外と致します 

弊社で販売中の最新バージョンのWinActorの利用を想定したトレーニングとなっており

ます。それ以前のバージョンをご利用の場合、意図した動作とは異なる可能性がございま

す。 

・トレーニング用のコンテンツは予告なしに変更されることがありますので、予めご承知

おきください。 

９．WEB割（２年）提供条件については以下の通りとなります。 

・ WEB割（２年）は、連続する24の定期利用期間を1契約期間とします。 

・WEB申込であること、最低利用期間を24定期利用期間とすること、の全ての条件を満た

す場合にのみ、本プランの契約および更新を可能とします。 

・契約期間満了日の15営業日前までに契約者から解約又は別プランへの変更の申し出がな

い限り、同プランで自動更新されます。 

１０．セット割（Box）提供条件については以下の通りとなります。 

・契約時点又は更新時点で当社が提供するBOVサービス契約等の契約者である場合にの

み、本プランの契約および更新を可能とします。 

・契約期間満了日の15営業日前までに契約者から解約又は別プランへの変更の申し出がな

い限り、同プランで自動更新されます。 

・本プラン契約中にBOVサービス契約等に変更が生じた場合、SOAS利用契約者は速やか

に当社に申告する。 

・本プラン契約後に、契約時点又は更新時点でBOVサービス契約等の契約者ではなかった

ことが判明した場合は、契約時点又は更新時点に遡ってNo.24はNo.9と、No.25はNo.12、

No.26はNo.10、No.27はNo.11、No.28はNo.13、との料金差額を請求します。 

技術サポートは本トレーニングの対象外と致します 

弊社で販売中の最新バージョンのWinActorの利用を想定したトレーニングとなっており

ます。それ以前のバージョンをご利用の場合、意図した動作とは異なる可能性がございま

す。 

・トレーニング用のコンテンツは予告なしに変更されることがありますので、予めご承知

おきください。 

１０．WEB割（２年）提供条件については以下の通りとなります。 

・ WEB割（２年）は、連続する24の定期利用期間を1契約期間とします。 

・WEB申込であること、最低利用期間を24定期利用期間とすること、の全ての条件を満た

す場合にのみ、本プランの契約および更新を可能とします。 

・契約期間満了日の15営業日前までに契約者から解約又は別プランへの変更の申し出がな

い限り、同プランで自動更新されます。 

１１．セット割（Box）提供条件については以下の通りとなります。 

・契約時点又は更新時点で当社が提供するBOVサービス契約等の契約者である場合にの

み、本プランの契約および更新を可能とします。 

・契約期間満了日の15営業日前までに契約者から解約又は別プランへの変更の申し出がな

い限り、同プランで自動更新されます。 

・本プラン契約中にBOVサービス契約等に変更が生じた場合、SOAS利用契約者は速やか

に当社に申告する。 

・本プラン契約後に、契約時点又は更新時点でBOVサービス契約等の契約者ではなかった

ことが判明した場合は、契約時点又は更新時点に遡ってNo.24はNo.9と、No.25はNo.12、

No.26はNo.10、No.27はNo.11、No.28はNo.13、との料金差額を請求します。 
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・本プランの契約更新時に本プランの提供条件を満たさない場合は、No.24はNo.9、No.25

はNo.12、No.26はNo.10、No.27はNo.11、No.28はNo.13、に契約変更となります。 

１１．WEB割（２年＆Box） 

・ WEB割（２年＆Box）は、連続する24の定期利用期間を1契約期間とします。 

・WEB申込であること、最低利用期間を24定期利用期間とすること、契約時点又は更新時

点で当社が提供するBOVサービス契約等の契約者であること、の全ての条件を満たす場合

にのみ、本プランの契約および更新を可能とします。 

・契約期間満了日の15営業日前までに契約者から解約又は別プランへの変更の申し出がな

い限り、同プランで自動更新されます。 

・本プラン契約中にBOVサービス契約等に変更が生じた場合は、 SOAS利用契約者は速や

かに当社に申告するものとします。 

・本プラン契約後に契約時点又は更新時点でBOVサービスの契約等の契約者ではなかった

ことが判明した場合は、契約時点又は更新時点に遡ってNo.29はNo.9、No.30はNo.12、

No.31はNo.10、No.32はNo.11、No.33はNo.13、の料金差額を請求します。 

・本プランの契約更新時に本プランの提供条件を満たさない場合は、No.29はNo.9、No.30

はNo.12、No.31はNo.10、No.32はNo.11、No.33はNo.13、に契約変更となります。 

１２．WEB割（サポート） 

・WEB申込の場合にのみ、本プランの契約を可能とします。 
 

・本プランの契約更新時に本プランの提供条件を満たさない場合は、No.24はNo.9、No.25

はNo.12、No.26はNo.10、No.27はNo.11、No.28はNo.13、に契約変更となります。 

１２．WEB割（２年＆Box） 

・ WEB割（２年＆Box）は、連続する24の定期利用期間を1契約期間とします。 

・WEB申込であること、最低利用期間を24定期利用期間とすること、契約時点又は更新時

点で当社が提供するBOVサービス契約等の契約者であること、の全ての条件を満たす場合

にのみ、本プランの契約および更新を可能とします。 

・契約期間満了日の15営業日前までに契約者から解約又は別プランへの変更の申し出がな

い限り、同プランで自動更新されます。 

・本プラン契約中にBOVサービス契約等に変更が生じた場合は、 SOAS利用契約者は速や

かに当社に申告するものとします。 

・本プラン契約後に契約時点又は更新時点でBOVサービスの契約等の契約者ではなかった

ことが判明した場合は、契約時点又は更新時点に遡ってNo.29はNo.9、No.30はNo.12、

No.31はNo.10、No.32はNo.11、No.33はNo.13、の料金差額を請求します。 

・本プランの契約更新時に本プランの提供条件を満たさない場合は、No.29はNo.9、No.30

はNo.12、No.31はNo.10、No.32はNo.11、No.33はNo.13、に契約変更となります。 

１３．WEB割（サポート） 

・WEB申込の場合にのみ、本プランの契約を可能とします。 
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第１表 料金 

第１ 利用料金 

１－１（略） 

１－２ 料金額 

（４）カテゴリー４に係る料金額 

(４)-１カテゴリー４にて規定する提供サービスは以下のとおりとし、SOAS利用契約者が具

体的に利用できるサービスの詳細については協力会社が別に定めるものとします。 

1SOAS利用サービス利用権ごとに月額 

No

. 

エディション名 料金額 

 Sales Cloud - Unlimited Edition 39,600円（税込：43,560円） 

 Service Cloud - Unlimited Edition 39,600円（税込：43,560円） 

 Sales & Service Cloud - Unlimited 

Edition 

42,600円（税込：46,860円） 

 Lightning Platform (Administrator) 

- Unlimited Edition 

9,000円（税込：9,900円） 

 Lightning Platform Starter - 

Unlimited Edition 

3,000円（税込：3,300円） 

 Lightning Platform Plus - Unlimited 

Edition 

12,000円（税込：13,200円） 

 Sales Cloud - Enterprise Edition 19,800円（税込：21,780円） 

 Service Cloud - Enterprise Edition 19,800円（税込：21,780円） 

第１表 料金 

第１ 利用料金 

１－１（略） 

１－２ 料金額 

（４）カテゴリー４に係る料金額 

(４)-１カテゴリー４にて規定する提供サービスは以下のとおりとし、SOAS利用契約者が具体

的に利用できるサービスの詳細については協力会社が別に定めるものとします。 

1SOAS利用サービス利用権ごとに月額 

No

. 

エディション名 料金額 

 Sales Cloud - Unlimited Edition 39,600円（税込：43,560円） 

 Service Cloud - Unlimited Edition 39,600円（税込：43,560円） 

 Sales & Service Cloud - Unlimited 

Edition 

48,000円（税込：52,800円） 

 Lightning Platform (Administrator) 

- Unlimited Edition 

9,000円（税込：9,900円） 

 Lightning Platform Starter - 

Unlimited Edition 

3,000円（税込：3,300円） 

 Lightning Platform Plus - Unlimited 

Edition 

12,000円（税込：13,200円） 

 Sales Cloud - Enterprise Edition 19,800円（税込：21,780円） 

 Service Cloud - Enterprise Edition 19,800円（税込：21,780円） 
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 Sales & Service Cloud - Enterprise 

Edition 

22,800円（税込：25,080円） 

 

 Sales & Service Cloud - Enterprise 

Edition 

25,200円（税込：27,720円） 

(４)-２カテゴリー４にて規定する以下の提供サービスは、当社が附則（2023年11月27日Ｃ

ＡＳ２サ000400003261-01号）により規定する実施期日（2024年1月1日）においてSOAS

利用契約者であり、かつ、以下の提供サービスの利用者（以下「提供サービス利用者」という。）

において保有するエディションに限り提供を行うものとし、サービスの詳細については協力

会社が別に定めるものとします。 

(４)-２カテゴリー４にて規定する以下の提供サービスは、当社が附則（2023年11月27日ＣＡ

Ｓ２サ000400003261-01号）により規定する実施期日（2024年1月1日）においてSOAS利用

契約者であり、かつ、以下の提供サービスの利用者（以下「提供サービス利用者」という。）

において保有するエディションに限り提供を行うものとし、サービスの詳細については協力会

社が別に定めるものとします。ただし、協力会社が指定する一部の契約においては、既存契約

の更新時に(４)-１に示す表に従って提供を行います。 

 

１－２－２ 付加機能の料金額 

（２）カテゴリー４の付加機能に係る料金額 

（略） 

（２）-２カテゴリー４にて規定する以下の付加機能サービスは、当社が附則（2023年11月

27日ＣＡＳ２サ000400003261-01号）により規定する実施期日（2024年1月1日）において

SOAS利用契約者であり、かつ、以下の付加機能サービスの利用者に限り提供を行うものとし、

サービスの詳細については協力会社が別に定めるものとします。 

１－２－２ 付加機能の料金額 

（２）カテゴリー４の付加機能に係る料金額 

（略） 

（２）-２カテゴリー４にて規定する以下の付加機能サービスは、当社が附則（2023年11月27

日ＣＡＳ２サ000400003261-01号）により規定する実施期日（2024年1月1日）においてSOAS

利用契約者であり、かつ、以下の付加機能サービスの利用者に限り提供を行うものとし、サー

ビスの詳細については協力会社が別に定めるものとします。ただし、協力会社が指定する一部

の契約においては、既存契約の更新時に（２）-１に示す表に従って提供を行います。 
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 附則（2024年2月9日 ＣＡＳ２サ000400004690-01号） 

（実施期日） 

１．この改定規約は、2024年4月1日より実施します。 

 

（料金等の支払に関する経過措置） 

２．この改定規約実施前に本規約の規定により生じた料金その他の債務に係る債権については、

なお従前のとおりとします。 

 

（損害賠償に関する経過措置） 

３．この改定規約実施前に本規約によりその事由が生じたSOASに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

  


